
 
 

「市道 0128 号道路拡幅整備計画説明会」次第 

 

 

 

開催日：令和 5年 11月 11日（土） 

10時 30分～ 11時 30分 

場 所：迎米公民館 

主 催：市川市道路建設課 

 

 

 

 １．開会 

 

 

 ２．挨拶 

 

 

３．事業の説明 

 

 

 ４．質疑応答 

 

 

 

 
 
 



市道0128号
道路拡幅整備計画説明会

令和５年１１月

市川市 道路交通部 道路建設課
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１．はじめに－説明会の目的

本日の説明会は、市道0128号の道路拡幅

整備にあたり、事業の概要と、今後の予定

についてご説明させて頂き、皆様のご意見

を伺い、計画に反映していくために開催す

るものです。

2



目次

１．はじめに

２．事業概要

３．事業の計画について

○道路拡幅について

○無電柱化について

４．今後の事業予定

3



２．事業概要－事業区間

写真①

写真②
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迎米公民館

大柏小学校

※事業区間については、今後変更の可能性があります。

市川大野駅



２．事業概要－現況
写真① 写真②
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２．事業概要－事業の目的

道路拡幅整備の目的

歩行者の安全な歩行空間の創出

交通の円滑化（交差点改良、バスベイ等の整備）

地域の防災空間としての機能（緊急時の避難路）

自転車走行空間及び、無電柱化の整備も実施
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２．事業概要－自転車走行空間について

自転車走行空間の整備について

・安全で快適な自転車利用環境の充実を目的と

して、国、警察庁によりガイドラインが策定され、

市川市でも「市川市自転車走行空間ネットワーク整

備計画」を策定

⇒市道0128号は市の整備計画で、

自転車走行空間の整備路線と位置付けている
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２．事業概要－無電柱化について
無電柱化の整備手法

電線共同溝方式：

・道路の地下空間を活用し、電力線、通信線等をまとめて収容する

・歩道上に地上機器を設置する必要あり

（地上機器の設置間隔は沿道の電力需要などによります。）

145ｃｍ
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２．事業概要－無電柱化について
地上機器について

変電所から送られてくる高圧の電気を、
家庭で使う低圧の電気に変える変圧器
などが格納されている。

変圧器（トランス）
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３．事業計画－道路拡幅整備について

11

※計画中のものであり、今後変更の可能性があります。

ローソン

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ
市川大野ﾋﾙｽﾞ

迎米三社宮

：歩道
：自転車走行空間
：車道



３．事業計画－道路拡幅整備について

道路幅員構成
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※計画中のものであり、今後変更の可能性があります。

標準断面図



３．事業計画－道路拡幅整備について

自転車走行空間の整備

①自転車専用通行帯（自転車レーン）
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３．事業計画－道路拡幅整備について

自転車走行空間の整備について

②車道混在
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３．事業計画－道路拡幅整備について

交差点改良（バス停の移設検討について）
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※計画中のものであり、今後変更の可能性があります。

バス停移設

バス停移設

現況バス停
（バス停車帯）

現況バス停
（停車帯なし）



３．事業計画－道路拡幅整備について

交差点改良（バス停の移設検討について）

16

バスベイ部横断図

※計画中のものであり、今後変更の可能性があります。



歩行空間のベンチ設置について

３．事業計画－道路拡幅整備について
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※計画中のものであり、今後変更の可能性があります。

ローソン

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ
市川大野ﾋﾙｽﾞ

移設バス停付近

バス停付近



目次

１．はじめに

２．事業概要

３．事業の計画について

○道路拡幅整備について

○無電柱化について

４．今後の事業予定

18



３．事業計画－無電柱化について

19

※計画中のものであり、今後変更の可能性があります。

ローソン

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ
市川大野ﾋﾙｽﾞ

至本八幡駅

：地上機器計画箇所
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４．今後の事業予定
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道路区域の変更

・令和６年度に今回の事業で道路を拡幅する箇所に

ついて、道路区域の変更（予定）（道路法第18条1項）

⇒以降は土地の形質変更に市川市の許可が必要

・この手続きに伴い、事業計画線内の新築・増改築等

が制限されます。（道路法第９１条）
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